
�愛媛県告示第９２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、四国中央市長から公有水面の埋立てにより新たに

生じた次の土地は四国中央市の地域であることを確認した旨

の届出があった。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、四国中央市長から次のとおり町の区域を変更する旨

の届出があった。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合

２ 組合の事務所の位置

松山市一番町四丁目１番地２

３ 組合の解散年月日

平成１７年３月３１日

�������
�愛媛県告示第９２３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

愛媛県市町村交通災害共済組合

２ 組合の事務所の位置

松山市一番町四丁目１番地２

３ 組合の解散年月日

平成１７年３月３１日

�������
�愛媛県告示第９２４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

四国中央市川之江町４０９５及び４０９７の地先 ３３，５８６．４４

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

川之江町 四国中央市川之江町４０９５及び４０９７の地先
公有水面埋立地 ３３，５８６．４４

毎週（火・金）曜日発行 第１６５２号 平成１７年４月２２日

平成１７年４月２２日金曜日 第１６５２号

愛 媛 県 報
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、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

愛媛県自治会館管理組合

２ 組合の事務所の位置

松山市一番町四丁目１番地２

３ 組合の解散年月日

平成１７年３月３１日

�������
�愛媛県告示第９２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合

２ 組合の事務所の位置

松山市一番町四丁目１番地２

３ 組合の解散年月日

平成１７年３月３１日

�������
�愛媛県告示第９２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

愛媛県市町村職員退職手当組合の構成団体のうち、市町

村合併により伊予市、中山町、双海町、伊方町、瀬戸町及

び三崎町が廃されること並びに同組合への統合により愛媛

県消防団員等災害補償退職報償金組合、愛媛県市町村交通

災害共済組合及び愛媛県自治会館管理組合が解散すること

に伴い、これら９団体を愛媛県市町村職員退職手当組合か

ら脱退させる。

２ 増減年月日

平成１７年３月３１日

３ 増減許可年月日

平成１７年３月３０日

�������
�愛媛県告示第９２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体の数の増減及び同組合の共同処理する事

務の変更を許可した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減等の内容

� 増減内容

西条市、伊予市、伊方町及び大洲地区広域消防事務組

合の４団体を、平成１７年４月１日に愛媛県市町村職員退

職手当組合から名称変更する愛媛県市町総合事務組合に

加入させる。

� 事務の変更事項

平成１７年３月３１日をもって解散した愛媛県消防団員等

災害補償退職報償金組合、愛媛県市町村交通災害共済組

合、愛媛県自治会館管理組合及び愛媛県町村議会議員公

務災害補償等組合の４組合の共同処理する事務を愛媛県

市町村職員退職手当組合に承継させるため、所要の変更

を行う。

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

平成１７年４月１日

� 規約の変更年月日

平成１７年４月１日

３ 増減等の許可年月日

平成１７年４月１日

�������
�愛媛県告示第９２８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合の規

約の変更を許可した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

平成１７年３月３１日をもって、伊予市、中山町、双海町、

伊方町、瀬戸町及び三崎町並びに愛媛県消防団員等災害補

償退職報償金組合、愛媛県市町村交通災害共済組合及び愛

媛県自治会館管理組合を、愛媛県市町村職員退職手当組合

から脱退させるとともに、平成１７年４月１日から、愛媛県

消防団員等災害補償退職報償金組合、愛媛県市町村交通災

害共済組合、愛媛県自治会館管理組合及び愛媛県町村議会

議員公務災害補償等組合の共同処理する事務を愛媛県市町

村職員退職手当組合が承継し、西条市、伊予市、伊方町及

び大洲地区広域消防事務組合を、同日に愛媛県市町村職員

退職手当組合から名称変更する愛媛県市町総合事務組合に

加入させることに伴い、愛媛県市町村職員退職手当組合規

約の全部を改正する。

２ 規約変更年月日

平成１７年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１７年４月１日

�愛媛県告示第９２９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号

４６８
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�愛媛県告示第９３０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１７９１１２ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大
町２００５－１ 武 村 志 延 児童居宅介護 ごきげんさん 四国中央市三島宮川

四丁目５番７号
平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１９１１１９ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大
町２００５－１ 武 村 志 延 身体障害者居

宅介護 ごきげんさん 四国中央市三島宮川
四丁目５番７号

平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２１８１１９ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大
町２００５－１ 武 村 志 延 知的障害者居

宅介護 ごきげんさん 四国中央市三島宮川
四丁目５番７号

平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１８０１１０ 合資会社介護サービス憩
東温市志津川甲２５１
番地１５ 藤 岡 栄 治 児童居宅介護 合資会社介護サービ

ス憩
東温市志津川甲２５１
番地１５

平成１７年
４月８日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１９２１１７ 合資会社介護サービス憩
東温市志津川甲２５１
番地１５ 藤 岡 栄 治 身体障害者居

宅介護
合資会社介護サービ
ス憩

東温市志津川甲２５１
番地１５

平成１７年
４月８日

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号

４６９
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�愛媛県告示第９３５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３７号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３９号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２１９１１７ 合資会社介護サービス憩
東温市志津川甲２５１
番地１５ 藤 岡 栄 治 知的障害者居

宅介護
合資会社介護サービ
ス憩

東温市志津川甲２５１
番地１５

平成１７年
４月８日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１８１１１８ 社会福祉法人伊予市社会福祉協議会
伊予市米湊７２３番地
１ 水 口 敬 児童居宅介護 伊予市社協居宅介護

事業所
伊予市米湊７２３番地
１

平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１９３１１５ 社会福祉法人伊予市社会福祉協議会
伊予市米湊７２３番地
１ 水 口 敬 身体障害者居

宅介護
伊予市社協居宅介護
事業所

伊予市米湊７２３番地
１

平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２２０１１５ 社会福祉法人伊予市社会福祉協議会
伊予市米湊７２３番地
１ 水 口 敬 知的障害者居

宅介護
伊予市社協居宅介護
事業所

伊予市米湊７２３番地
１

平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１９４１１３ 社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会
八幡浜市松柏乙１１０１
番地 水 本 源太郎 身体障害者居

宅介護
社協ヘルパーステー
ション八幡浜

八幡浜市松柏乙１１０１
番地

平成１７年
３月２８日

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号

４７０
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�愛媛県告示第９４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・清水地区）の施行

に平成１７年４月８日同意した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・平田地区）の施行

に平成１７年４月８日同意した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９４４号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整

備事業・朝倉上地区）の施行は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用道路整備事業・朝倉上地区

）計画書の写し

� 今治市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月２５日から５月２６日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第９４５号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・鈍川フモト井手地区）の施行

は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１

９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・鈍川フモト井手地区）計画書の写し

� 今治市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月２５日から５月２６日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�愛媛県告示第９４０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２２１１１３ 社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会
八幡浜市松柏乙１１０１
番地 水 本 源太郎 知的障害者居

宅介護
社協ヘルパーステー
ション八幡浜

八幡浜市松柏乙１１０１
番地

平成１７年
３月２８日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１９５１１０ 社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会
八幡浜市松柏乙１１０１
番地 水 本 源太郎 身体障害者居

宅介護
社協ヘルパーステー
ション保内

八幡浜市保内町宮内
１番耕地１２４番地１

平成１７年
３月２８日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２２２１１１ 社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会
八幡浜市松柏乙１１０１
番地 水 本 源太郎 知的障害者居

宅介護
社協ヘルパーステー
ション保内

八幡浜市保内町宮内
１番耕地１２４番地１

平成１７年
３月２８日

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号

４７１
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�愛媛県告示第９４６号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・高野大平地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・高野大平地区）計画書の写し

� 今治市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月２５日から５月２６日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第９４７号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法

」という。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事

業の実施に関する規程の変更を次のとおり承認した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

変更の承認を受けた農
地保有合理化法人の名
称

変更の承認に係る農地
保有合理化事業の種類 承認年月日

社団法人久万高原農業
公社

法第４条第２項第１号
及び第４号に掲げる事
業

平成１７年４月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市荒川下分２号２１０番１から

同市荒川下分２号２３４番１まで

旧
５．８～３４．０
１．０～９．０
１３．５～５０．０

０．４０５
０．１８０
０．３２０

新 ５．８～３４．０
１３．５～５０．０

０．４０５
０．３２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
松山市夏目甲２５７番３から

同市夏目甲３９９番３まで
平成１７年４月２２日

〃 〃
松山市片山甲１３番６から

同市片山甲２番５まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中島環状線
松山市中島大浦３０４９番２から

同市中島大浦３０５４番１８まで

旧 ７．８～１０．５ ０．０６６

新 １３．２～２０．２ ０．０６６

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号

４７２
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�愛媛県告示第９５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中島環状線
松山市中島大浦３０４９番２から

同市中島大浦３０５４番１８まで
平成１７年４月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市南高井町１２１８番７号から

同町１０１３番２号地先まで

旧 ６．０～３８．０ ０．３４２

新 １３．０～３４．０ ０．３４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市南高井町１２１８番７号から

同町１０１３番２号地先まで
平成１７年４月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 六軒家石手線
松山市道後湯之町１４１２番１２から

同市道後湯之町１３８０番２号地先まで

旧 ５．５～８．０ ０．００３

新 ８．０ ０．００３

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号

４７３
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�愛媛県告示第９５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 六軒家石手線
松山市道後湯之町１３８６番２から

同市道後湯之町１３８０番２号地先まで
平成１７年４月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
大洲市長浜町櫛生甲２３番７から

同町櫛生甲２３番７まで

旧 １５．３～１６．８ ０．０７８

新 １６．８～１８．７ ０．０７８

〃 〃
大洲市長浜町櫛生甲２３番８から

同町櫛生甲２３番９まで

旧 １４．３～１８．７ ０．２３０

新 １８．７～３１．４ ０．２３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
大洲市長浜町櫛生甲２３番７から

同町櫛生甲２３番７まで
平成１７年４月２２日

〃 〃
大洲市長浜町櫛生甲２３番８から

同町櫛生甲２３番９まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町重松乙５０１番１３から

同町重松乙５０１番１１まで
平成１７年４月２２日

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号
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�愛媛県告示第９６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線 喜多郡内子町立石２２１９番２
旧 ８．２～１０．０ ０．０１１

新 １０．０～１２．０ ０．０１１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線 喜多郡内子町立石２２１９番２ 平成１７年４月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町大平９２８番２から

同町大平１０２８番２まで

旧 ２４．８～４２．２ ０．０４３

新 ２１．９～３４．０ ０．０４３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町魚神山５番２から

同町魚神山６番２まで

旧 ４．７～５．０ ０．０１８

新 ３１．０～３２．７ ０．０１８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町魚神山５番２から

同町魚神山６番２まで
平成１７年４月２２日

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号
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公安委員会告示

�愛媛県告示第９６４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６５号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定

により告示する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６６号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１７年４月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公安委員会告示第８号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第３８条第１項の規定により、次のとおり少年

指導委員を委嘱した。

平成１７年４月２２日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第２号

平成１７年４月８日
伊予郡松前町大字筒井字外側９３２番５及び９３２番６

伊予郡松前町大字西古泉２８２番地２
リバーサイド株式会社
代表取締役 沼 野 哲 範

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

今第
３７号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 今治市大西町新町甲７６０番地１
伊予銀行大西支店

平成１７年３月２９日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

宇和
第１１
号

西予市宇和町卯之町四丁目６５
９番地

宇和交通安全協会 売りさばき所
西予市宇和町卯之町四丁目６５９番
地
西予警察署内

売りさばき所
西予市宇和町卯之町四丁目６５９番
地
宇和警察署内

平成１７年
４月１日

宇和
第１２
号

西予市野村町野村１２号１５３番
地

野村交通安全協会 売りさばき所
西予市野村町野村１２号１５３番地
西予警察署野村交番内

売りさばき所
西予市野村町野村１２号１５３番地
野村警察署内

平成１７年
４月１日

宇和
第１０
号

西予市野村町野村１２号６１７番
地

野村地区食品衛生協会 売りさばき人
西予市野村町野村１２号６１７番地
野村地区食品衛生協会
売りさばき所
西予市野村町野村１２号６１７番地

売りさばき人
西予市野村町野村１２号６３５番地
野村地区食品衛生協会
売りさばき所
西予市野村町野村１２号６３５番地

平成１７年
４月１日

少年指導委員の氏名 住 所 活 動 区 域

藤 縄 洲 二 新居浜市徳常町３番１１号 新居浜市のうち港町、若水町一・二丁目、徳常町、繁本町、西町、泉池町、泉宮町
、宮西町、中須賀町一・二丁目、北新町、西原町一・二丁目、新須賀町一～三丁目
及び田所町の区域

土 岐 晴 啓 新居浜市新須賀町三丁目１番３８号

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号
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労働委員会告示 任 免 辞 令

�愛媛県労働委員会告示第１号
当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和２７年法律第２８９号）第５条第２項の規定に基づき、松山市

公営企業局の職員が結成し、又は加入する労働組合について

、職員のうち労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第２条第

１号に規定する者の範囲を平成１７年４月８日認定したので、

企業職員に係る労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲

の認定（昭和４２年８月愛媛県地方労働委員会告示第１号）の

一部を次のように改正する。

平成１７年４月２２日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
表水管理センターの項の次に次のように加える。

北条分室 分室長

中島分室 分室長

�定年退職
平成１７年３月３１日定年退職

愛媛県事務吏員 玉 岡 正 治

同 露 口 富 勝

同 守 谷 一 郎

同 播 田 邦 生

同 橘 仁 郎

同 伊 東 武

同 烏 谷 育 宏

同 山之内 正

同 千 葉 正 宏

同 黒 田 敏 勝

同 入 江 晃

同 中 居 京 子

同 桐 島 三 幸

同 村 上 成 一

同 石 川 満 明

穐 山 保 和 今治市唐子台西三丁目３番 今治市のうち常盤町一～四丁目、恵美須町一・二丁目、通町一・二丁目、黄金町一
～三丁目、末広町一～三丁目、松本町一～三丁目、旭町一～三丁目、片原町一～三
丁目、中浜町一～三丁目、風早町一～三丁目、本町一～三丁目、米屋町一～三丁目
、室屋町一～三丁目、栄町一～三丁目、共栄町一～三丁目、大正町一・二丁目、別
宮町一丁目、南大門町一丁目及び北宝来町一丁目の区域村 上 惠 一 今治市東門町一丁目８番地１２

大 成 哲 明 今治市大新田町一丁目３番３１号

渡 邊 淳 子 松山市永木町二丁目１番地４９ 松山市のうち大街道一・二丁目、一番町一～四丁目、二番町一～四丁目、三番町一
～六丁目、千舟町一～六丁目、湊町一～六丁目、柳井町一～三丁目、河原町、北立
花町、永木町二丁目、永代町、南堀端町、勝山町一丁目及び花園町の区域

天 野 惠 子 松山市北立花町５番地２

中 村 恭 助 松山市湯渡町６番１０号

大 西 通 夫 松山市湊町四丁目５番地２１

郷 田 順 子 松山市歩行町一丁目９番地３

菅 能 義 明 松山市永代町６番地２

林 伊佐雄 松山市河原町４番地８

由 佐 計 美 松山市歩行町二丁目３番地３

酒 井 久 美 松山市柳井町一丁目１０番地４

富 田 讓 松山市道後緑台１０番２６号 松山市のうち道後町一・二丁目、道後喜多町、道後湯之町、道後緑台、道後多幸町
、道後湯月町、道後鷺谷町、道後姫塚、上市一・二丁目、岩崎町一・二丁目、南町
一丁目及び道後公園の区域

鶴 井 博 子 松山市紅葉町７番３９号

丸 山 春 子 松山市道後町一丁目７番１５号

大 島 たか子 松山市上市一丁目１番５１号

古 島 君 子 宇和島市妙典寺前乙８８９番地 宇和島市のうち本町追手一・二丁目、中央町一・二丁目、新町一・二丁目、恵美須
町一・二丁目、錦町、栄町港一～三丁目及び丸之内一～五丁目の区域

酒 井 剛 規 宇和島市泉町四丁目２番７号

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号
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同 芝 岡 純 子

同 平 岡 美佐江

同 岡 本 宏 司

同 大 野 マリ子

同 足 利 篤 代

同 菅 忠 男

愛媛県技術吏員 瀬 川 功

同 有 光 逸 武

同 田 窪 弘 文

同 池 田 慧 洋

同 大 平 崇 紀

同 木 下 新 一

同 藤 原 勝 壽

同 藤 澤 一 道

同 山 内 隆

同 藤 岡 徹 郎

同 西 内 力

同 中 田 誠

同 今 井 健 三

同 金 山 武 志

同 篠 藤 道 彦

同 新 次 美

同 上 森 實

同 田 代 善 二

同 土 居 隆 洋

同 山 崎 肇

同 三 村 光 子

同 飯 野 栄

同 吉 田 和 輝

同 坪 内 征 生

同 伊 藤 卓 徳

同 鴻 上 信 能

同 藤 田 正 一

同 渡 部 � 己

同 菅 � 夫

同 金 本 昭

同 清 水 浩

同 袖 岡 魏

同 豊 田 省 三

同 原 八 郎

同 加宅田 文 雄

同 平 丸 弘

同 青 木 熱 興

同 宇都宮 輯

同 松 田 智 子

愛媛県公立学校教員 篠 原 信 之

技術主任 桝 鏡 孝 子

同 藤 田 紀 男

主任業務員 佐 山 富 子

同 越 智 道 治

同 田 中 久美子

同 松 岡 孝 雄

�任免辞令
３月２８日

栗 田 史 朗

愛媛県事務吏員に任命する

行政職９級を命ずる

総務部付を命ずる

３月３１日

愛媛県事務吏員 金 谷 裕 弘

愛媛県技術吏員 青 木 眞 策

同 佐 野 のぞみ

同 高 橋 康 幸

同 � 橋 孝 子

同 大 河 良 樹

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

愛媛県事務吏員 廣 � 了

同 中 内 久美子

同 仲 田 正 和

同 油 野 厚 子

同 八 束 有 機

同 水 谷 亀 男

同 石 田 博 俊

同 渡 部 昌 弘

同 芳 野 祥 博

同 川 崎 啓 史

同 中 野 俊 一

同 菊 池 弘 美

愛媛県技術吏員 河 野 憲 一

同 上 沖 芳 子

同 藤 田 幸 子

同 石 本 幸 美

同 藤 井 基 晴

同 久 米 正 信

同 吉 岡 千 秋

同 直 野 勝 彦

同 原 田 信 子

同 山 本 勝 也

同 吉 岡 美 鈴

愛媛県公立学校教員 三 好 清 �
願により本職を免ずる（各通）

主任業務員 若 宮 強

願により職務を解く

４月１日

讀谷山 洋 司

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１１級を命ずる

総務部長を命ずる

山 � 英 男

愛媛県事務吏員に任命する

行政職８級を命ずる

副参事を命ずる

土木部管理局用地課付を命ずる

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号
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� � 真 行

愛媛県技術吏員に任命する

研究職２級を命ずる

主任研究員を命ずる

衛生環境研究所勤務を命ずる

中 野 正 和

愛媛県技術吏員に任命する

行政職４級を命ずる

主査を命ずる

土木部道路都市局道路建設課勤務を命ずる

村 井 静 子

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学教授を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学教授を命ずる

加 藤 � 雄

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学講師を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学講師を命ずる

江 島 峰 子

愛媛県公立学校助手に任命する

愛媛県立医療技術大学助手を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学助手を命ずる

桝 鏡 孝 子

主任技術員（電話オペレータ）（週３２時間勤務）に再任用

する

任期は平成１８年３月３１日までとする

今治地方局勤務を命ずる

原 八 郎

愛媛県技術吏員に再任用する

行政職３級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１８年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

藤 田 紀 男

主任技術員（自動車運転）（週３２時間勤務）に再任用する

任期は平成１８年３月３１日までとする

宇和島地方局勤務を命ずる

� � 紀 弘

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

総務部管理局税務課勤務を命ずる

河 野 麻 由

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

企画情報部管理局統計課勤務を命ずる

児 玉 千 絵

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

県民環境部管理局県民生活課勤務を命ずる

熊 谷 紀 子

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

保健福祉部健康衛生局健康増進課勤務を命ずる

井 上 みのり

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

保健福祉部生きがい推進局長寿介護課勤務を命ずる

松 本 晃 典

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

農林水産部農業振興局農産園芸課勤務を命ずる

冨 田 剛 生

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

土木部河川港湾局港湾海岸課勤務を命ずる

三 神 佑 樹

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

土木部道路都市局道路建設課勤務を命ずる

井 下 美 穂

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

出納事務局会計課勤務を命ずる

味 村 宏 子

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

奥 野 祐一郎

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

田 窪 直 文

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

大 塚 景 士

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

西 村 和 洋

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

愛 媛 県 報平成１７年４月２２日 第１６５２号

４７９



八幡浜地方局勤務を命ずる

羽 渕 由貴子

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

友 澤 文 彦

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

社会福祉主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

大 澤 文 誉

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

足 立 香 織

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

二 宮 拓 也

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

本 庄 謙 太

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

土木部道路都市局都市計画課勤務を命ずる

村 見 幸 紀

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

加 藤 和 教

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

中 村 尚 樹

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

後 藤 佐也加

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

知的障害者更生相談所勤務を命ずる

� 橋 倫 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

滝 沢 浩 司

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

二 宮 美 穂

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

食肉衛生検査センター勤務を命ずる

神 野 雅 子

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

畜産試験場勤務を命ずる

奥 村 友 紀

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

藤 原 千 帆

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

愛媛整肢療護園勤務を命ずる

山 城 良

愛媛県技術吏員に任命する

行政職１級を命ずる

技師を命ずる

農林水産部水産局水産課勤務を命ずる

�������
�任免辞令

３月２１日

愛媛県事務吏員 藤 原 富 和

死亡
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